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にすることである。 

知る必要のない情報は知らせず、必要のない権限は付与しないことでリスクを低減でき

る。情報システムに、参照、更新、実行、追加等のようにきめ細かな権限の設定を行う機

能があれば、さらにリスクを低減できる。 

アクセス権限の見直しは、人事異動等による利用者の担当業務の変更等に合わせて適宜

行う必要があり、組織の規程で定められていなければならない。 

 

（3） アクセスの記録（アクセスログ） 

個人情報を含む資源については、全てのアクセスの記録（アクセスログ）を収集し、定

期的にその内容をチェックして不正利用がないことを確認しなければならない。 

アクセスログは、それ自体に個人情報が含まれている可能性があること、さらにはセキ

ュリティ事故が発生した際の調査に非常に有効な情報であるため、その保護は必須である。 

従って、アクセスログへのアクセス制限を行い、アクセスログへの不当な削除／改ざん／

追加等を防止する対策を講じなければならない。 

また、アクセスログの証拠性確保のためには、記録する時刻は重要である。精度の高い

ものを使用し、管理対象の全てのシステムで同期を取らなければならない。 

 

（4） 不正ソフトウェア対策 

ウイルス、ワーム等と呼ばれる様々な形態を持つ不正なソフトウェアは、電子メール、

ネットワーク、可搬媒体等を通して情報システム内に入る可能性がある。これら不正ソフ

トウェアの侵入に際して適切な保護対策がとられていなければ、セキュリティ機構の破壊、

システムダウン、情報の暴露や改ざん、情報の破壊、資源の不正使用等の重大な問題を引

き起こされる。そして、何らかの問題が発生して初めて、不正ソフトウェアの侵入に気づ

くことになる。 

対策としては不正ソフトウェアのスキャン用ソフトウェアの導入が最も効果的である

と考えられ、このソフトウェアを情報システム内の端末装置、サーバ、ネットワーク機器

等に常駐させることにより、不正ソフトウェアの検出と除去が期待できる。また、このこ

とは医療機関等の外部で利用する情報端末や PC 等についても同様であるが、その考え方

と対策については、「6.9 情報及び情報端末の持ち出しについて」を参照されたい。 

ただし、これらのコンピュータウイルス等も常に変化しており、検出のためにはパター

ンファイルを常に最新のものに更新することが必須である。 

たとえ優れたスキャン用ソフトウェアを導入し、適切に運用したとしても、全ての不正

ソフトウェアが検出できるわけではない。このためには、情報システム側の脆弱性を可能

な限り小さくしておくことが重要であり、オペレーティング・システム等でセキュリテ

ィ・ホールの報告されているものについては、対応版（セキュリティ・パッチと呼ばれる

もの）への逐次更新、さらには利用していないサービスや通信ポートの非活性化、マクロ


